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 「iPhone 5 残債無料キャンペーン」提供条件書 

（※2015 年 2 月 26 日をもちまして、本キャンペーンの受付を終了いたしました。） 

「iPhone 5 残債無料キャンペーン」（以下、「本キャンペーン」）は、当社の iPhone 5 をご利用中のお客さまが、iPhone 5s または

iPhone 5c に機種変更された場合に、特典が適用されるキャンペーンです。 

 本キャンペーンは割賦残債金額によって、割引内容が異なります。

 割賦残債が 10,000 円を超えるお客さま ： 通信料金から割賦残債と同額を割引

 割賦残債が 10,000 円以下のお客さま ： 通信料金より 10,800 円割引（1,080 円×10 回の分割割引） 

 本割引は、以下の条件に該当するお客さまを対象とします。

 iPhone 5 を iPhone 専用 nanoUSIM で 16 ヵ月以上ご利用中かつ、iPhone 5s または iPhone 5c の購入を伴う機種変

更を行うこと。

 機種変更前の機種（iPhone 5）を新スーパーボーナスで購入していること。

 以下、対象料金サービスに加入すること。

＜対象料金サービス＞ 

スマ放題 通話し放題プラン（専用 2 年契約）

S!ベーシックパック(i) 

データ定額パック・標準/大容量（10）/大容量（15）/大容量（20）/大容量（30） 

※ スマ放題 通話し放題プラン（専用 2 年契約）は 2 年契約（自動更新）となり、更新月（契約期間満了の翌請求月）以外の解約等には契約解除料

（9,500 円）がかかります。また、更新月に解約などされた場合は、前月利用分まで割引適用となり、当月利用分は割引適用されません。契約期間は適用

開始となった日から翌請求月末までを 1 ヵ月目として計算します｡

 通信料金からの割引について

 本キャンペーンでは、残債判定日※時点での iPhone 5 の割賦残債相当額を機種変更後の毎月の利用料金から割賦請求の

残回数分分割して割引いたします。なお、割引期間中も分割支払金をお支払いいただく必要があります。

※ 残債判定日は、店頭での機種変更お申し込み日とします。オンラインショップでお申し込みの場合は、機種変更手続き完了後にご利用（発着信もしくはメール

送受信）を開始した日とします。

 機種変更前の機種を新スーパーボーナス販売価格(一括払い)でご購入いただいた場合、購入時点における分割払い(24 回)

での販売価格として購入したものとし、割賦残債金額を判断します。

 機種変更後の利用料金以外に本キャンペーンの割引を相殺充当等することはできません。

 割引は月月割適用後の割引対象料金（以下、対象料金）に適用し、割引額が対象料金を超えた場合、超過分は翌請求

月に繰り越しします。繰り越し額も月月割適用後の対象料金に適用します。

 本キャンペーンの割引の対象料金は以下の通りです。

1. 基本使用料

2. 通話料／通信料

音声通話料、TVコール通信料、SMS送信料、パケット通信料、S!メール（MMS）送信・読出料、ウェブ通信料、64Kデジ

タルデータ通信料、アクセスインターネット通信料など
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3. 定額料 

データ定額パック・標準/大容量（10）/大容量（15）/大容量（20）/大容量（30）など 

4. 月額使用料 

S!ベーシックパック(i)、S!電話帳バックアップ、留守番電話プラス、割込通話、通話料明細書、ナンバーブロック、グループ通話、

スマートフォン基本パック、あんしん保証パックなど 

5. 手数料 

電話番号変更手数料、USIM 再発行手数料など 

 機種変更前/後にかかわらず、分割支払金の一括払いを選択された場合でも、割引は毎月の利用料金に対して行われます。 

 

 割引の解除ついて 

 以下いずれかをおこなった場合、割引は前請求月をもって終了となります。割引終了後も分割支払金のお支払いは必要です。 

1. 対象料金サービス以外への変更 

2. スマ放題 専用 2 年契約の解除 

3. 家族データシェア、法人データシェアの子回線への変更 

4. 本キャンペーン適用中の回線の解約 

5. 電話番号・メールアドレスお預かりサービスへの加入 

 

【提供条件書記載事項の変更について】 

・ 当社は、本提供条件書の記載事項を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の提供条件書の記載

事項によります。 

・ 本提供条件書の記載事項を変更する場合、当社ホームページ（http://www.softbank.jp）に掲載する方法、文字メッセージ

（契約者回線または当社電気通信設備から送信された数字、記号およびその他文字等によるメッセージをいいます）を配信する方法、

または当社が適当と判断する方法にて事前に通知します。 

・ 最新の提供条件書は、当社ホームページに掲載いたしますので、ご確認ください。なお、提供条件書記載事項以外の部分については、3

Ｇ通信サービス契約約款および 4G 通信サービス契約約款の規定を適用します。詳細につきましては当社ホームページでも確認できま

す。 


